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特別児童扶養手当（国の制度）  身 知 精 
【対   象 】 

次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している父・母または養育者 

    １ 身体障害者手帳１～３級程度の児童（４級の一部を含む） 
    ２ 愛の手帳１～３度程度の児童 

    ３ 上記１、２と同程度の疾病または身体若しくは精神の障害のある児童 

      ※複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当と 

なることがあります。 

【支給制限】 

次のいずれかにあてはまる方は対象となりません。 

    １ 父・母、養育者または同居の扶養義務者の所得が限度額以上の方                   

    ２ 児童が児童福祉施設（母子生活支援施設等を除く）に入所している方 
    ３ 児童が自らの障害を支給事由とする公的年金を受けている方 

【手当月額】 
    特別児童扶養手当１級  56,800円 
    特別児童扶養手当２級  37,830円 

 【支給方法】 
    ４月、８月、１１月に指定口座へ振り込みます。 

問い合わせ 

子ども未来課 子育て給付係    3908－9096  FAX 3908－8310 

 

児童育成手当 障害手当（都の制度）  身 知 
【対  象】 

次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している父・母または養育者 
    １ 身体障害者手帳１・２級程度の児童 
    ２ 愛の手帳１～３度程度の児童 
    ３ 脳性麻痺または進行性筋萎縮症の児童 

【支給制限】 

次のいずれかにあてはまる方は対象となりません。 
    １ 父・母または養育者の所得が限度額以上の方 
    ２ 児童が児童福祉施設（母子生活支援施設等を除く）に入所している方 

【手当月額】15,500円 

【支給方法】２月、６月、10月に指定口座へ振り込みます。 

問い合わせ 

子ども未来課 子育て給付係    3908－9096  FAX 3908－8310 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


















